
〒 1 6 0 - 8 5 0 4

様

X X X X X - X X X X X X X X X X

（単位：円）

令和7年3月末 前年度末 令和8年3月末

（前年度末） （修正後） （当年度末）

 計 4 ， 6 8 8 ， 0 4 7 5 ， 2 9 9 ， 1 8 6 6 1 1 ， 1 3 9

3 ， 4 0 0 ， 0 0 0 3 ， 6 4 0 ， 0 0 0 2 4 0 ， 0 0 0

1 ， 2 8 8 ， 0 4 7 1 ， 6 5 9 ， 1 8 6 3 7 1 ， 1 3 9

 計 3 ， 3 2 3 ， 6 5 4 3 ， 5 8 0 ， 7 4 5 2 5 7 ， 0 9 1

2 ， 1 6 0 ， 0 0 0 2 ， 1 6 0 ， 0 0 0 0

1 ， 1 6 3 ， 6 5 4 1 ， 4 2 0 ， 7 4 5 2 5 7 ， 0 9 1

 計 8 ， 0 1 1 ， 7 0 1 8 ， 8 7 9 ， 9 3 1 8 6 8 ， 2 3 0

3 ， 4 0 0 ， 0 0 0 3 ， 6 4 0 ， 0 0 0 2 4 0 ， 0 0 0

2 ， 1 6 0 ， 0 0 0 2 ， 1 6 0 ， 0 0 0 0

2 ， 4 5 1 ， 7 0 1 3 ， 0 7 9 ， 9 3 1 6 2 8 ， 2 3 0

円 円

円 円

Ｒ 7 . 3 . 3 1  前年度末合計額 4 , 6 8 8 ， 0 4 7 3 , 3 2 3 ， 6 5 4

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ｒ 7 . 4 . 2 3 Ｒ 7年 3 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 5 . 2 3 Ｒ 7年 4 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 6 . 2 3 Ｒ 7年 5 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 7 . 2 3 Ｒ 7年 6 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 8 . 2 5 Ｒ 7年 7 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 9 . 2 4 Ｒ 7年 8 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 1 0 . 2 3 Ｒ 7年 9 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 1 1 . 2 5 Ｒ 7年 1 0 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 7 . 1 2 . 2 3 Ｒ 7年 1 1 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 8 . 1 . 2 3 Ｒ 7年 1 2 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 8 . 2 . 2 4 Ｒ 8年 1 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 8 . 3 . 2 3 Ｒ 8年 2 月分保険料 2 0 ， 0 0 0 0

Ｒ 8 . 3 . 3 1 Ｒ 7 年度付利額 3 7 1 ， 1 3 9 2 5 7 ， 0 9 1 Ｒ 7 年度運用分
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ｒ 8 . 3 . 3 1  当年度末合計額 5 ， 2 9 9 ， 1 8 6 3 ， 5 8 0 ， 7 4 5  今回通知額

（裏面に、このお知らせの見方があります。）

－
付 利 額 －

－

合
計 国 庫 補 助 額 －

付 利 額 －

保険料納付額 －

－

令 和 ７ 年 度 運 用 （ 付 利 ） 結 果 の お 知 ら せ 《印 字 例》

東京都新宿区四谷3丁目2番1号

農　年 太　郎

当年度増減

－
保険料納付額 －
付 利 額 －

農業
者老
齢年
金

特例
付加
年金

国 庫 補 助 額

被保険者記号番号

日 付 事 項
保険料納付額

（農業者老齢年金）
国庫補助額

（特例付加年金） 摘 要

(注)  １．特例付加年金は、受給要
件を満たした場合(原則６５
歳に達し、かつ、経営継承
等により農業を営む者でな
くなる場合)に年金として支
給されます。

２．前年度末(修正後)欄には
令和７年３月以前に遡及
して被保険者資格の変更が
あった方に限り、変更後の
前年度末付利額等が印字さ
れています。

新制度の保険料や国庫補助に対して、令和７年度決算に
基づき実施した年度末付利の結果が、以下のとおりとなり
ましたのでお知らせします。

令和８年６月２５日

独立行政法人農業者年金基金

理 事 長 黒 田 夏 樹 公印

被保険者記号番号

１．付利額などのお知らせ

２．保険料の納付状況などのお知らせ

日 付 事 項
保険料納付額

（農業者老齢年金）
国庫補助額

（特例付加年金） 摘 要

《印字例の説明》
モデルケースを設定して、モデルケースの方の「令和７年度運用（付利）

結果のお知らせ」に印字される金額を記載してあります。

・モデルケース
① 新制度発足時（平成14年１月）に20歳で加入し、現在も加入を継続
② 平成28年12月分まで：保険料月額１万円、国庫補助１万円

平成29年１月分より：保険料月額１万４千円、国庫補助６千円
令和４年１月分より：保険料月額２万円
（平成29年１月に35歳、令和４年１月に40歳に到達したため、保険料
及び国庫補助額が変更）

③ 保険料は、毎月期限どおりに納付

プリント管理番号欄

カスタマバーコード欄



○「付利額などのお知らせ」の見方
　前年度末の額
を表示する欄で
す。

　農業者老齢年金の原資
になる保険料やその付利
額についての欄です。

　農業者老齢年金と特例
付加年金の合計欄です。

日 付

前年度末合計額

3月分保険料
4月分保険料
5月分保険料6. 23R 7. R 7年

R 7年
R 7年

6月分保険料

事 項

区分 日付欄表示内容
保険料の毎月納付
前納保険料を毎月末に保険料に振替
保険料の遡及納付
国庫補助の遡及助成
保険料の還付
前納保険料の振替取消
国庫補助返還
資格の遡及変更等に伴う過年度付利額の調整
前年度末合計額
当年度付利額
当年度末合計額
前納保険料の納付（金額欄はカッコ書き）
前納保険料残高（金額欄はカッコ書き）

Ryy年mm月分保険料
Ryy年mm月分(前納)
保険料遡及納付
国庫補助追加
保険料還付
前納保険料振替取消
国庫補助返還
過年度付利調整額
前年度末合計額
Ryy年度付利額
当年度末合計額
Ryy年分前納保険料
前納保険料残高

納付日
月末日
納付日
処理日
処理日
処理日
処理日

日付表示なし
前年度末日
年度末日
年度末日
納付日
年度末日

事項欄表示内容 摘要欄表示内容

摘 要保険料納付額
（農業者老齢年金）

国庫補助額
（特例付加年金）

　特例付加年金の原資に
なる国庫補助やその付利
額についての欄です。
　特例付加年金は、経営
継承などの受給要件を満
たした場合に支給されま
す。

　前年度末以前に遡及して
資格が変更され、前年度末
の付利額等が修正された場
合に使用する欄です。該当
する方のみ数字が入ります。

　保険料、国庫補
助額、それらの付
利額の累計額をお
知らせする欄で
す。

（単位：円）
令和 7 年 3 月末
（前年度末）

前 年 度 末
（ 修 正 後 ）

令 和 8 年 3 月末
（当年度末） 当年度増減

　今回の増減額をお知
らせする欄です。前年度
末の額が修正された場
合には、修正後の額か
らの増減になります。

　付利額は、運用
収入（運用コス
ト控除後）に制度
上必要な調整等
を加えた額を、個
人ごとの期間中
に運用した額の
平均額に応じて、
按分した額です。
（付利額の算定方
法を参照）

○「保険料の納付状況などのお知らせ」の見方

2．保険料の納付状況などのお知らせ

1．付利額などのお知らせ

○ 付利額の算定方法

農業
者老
齢年
金

計
保険料納付額
付 利 額

国庫補助額
付 利 額

保険料納付額
国庫補助額
付 利 額

計

計

円 円

特例
付加
年金

合
計

　付利額の計算では、まず、全体の付利の原資になる額を決めます。この額は運用収入（運用コスト控除後）から、①前納保険

料の割引額（0.1％相当）、②年金や死亡一時金を裁定した方への付利額、③年度末付利の対象者や給付を裁定した方の付利準

備金繰入額、④年度末付利の対象者や給付を裁定した方の調整準備金繰入額などを調整した後の額になります。

　次に、個人ごとの保険料や国庫補助などの平均額（平均残高）に、付利利率を乗じて付利額を求めます。付利利率は、全体の

付利の原資を全体の平均残高の合計額で割って求めるもので、令和７年度は７.７３％になりました。

　平均残高は、月単位で計算を行い、毎月運用した額の年間の平均額に相当します。このため、毎月納付の保険料は、翌月

23日を基準に納付され、翌々月１日から平均残高の算定の基礎になります。また、前納保険料の場合は、お預かりしている額

から、毎月末日に、保険料に振り替えますので、その翌月１日から平均残高の算定の基礎になります。

　「保険料の納付状況などのお知らせ」
では、年度中の保険料納付額や国庫補助
額の増減、付利額の増減をお知らせしま
す。
　事項欄には保険料の納付などの増減に
関わる事項が、日付欄には納付日や処理
日などが表示されます。
　保険料納付額欄と国庫補助額欄にはそ
の増減額が、摘要欄には必要な場合に補
足する情報が表示されます。
　ただし、前納保険料については、農業
者年金基金が一旦お預かりして、毎月、
保険料に振り替えますので、１２月の前
納保険料額と年度末時点にお預かりし
ている残額を最後にまとめてお知らせ
しています。

R 7年

5. 23R 7.
4. 23R 7.

3. 31R 7.

R 7. 7. 23

Ryy. mm～Ryy. mm分保険料
Ryy. mm～Ryy. mm補助分
Ryy. mm～Ryy. mm分保険料
Ryy. mm～Ryy. mm振替分
Ryy. mm～Ryy. mm補助分
資格の遡及変更等に伴う調整

Ryy年度運用分
今回通知額
各月末に保険料に振替
Ryy. mm～Ryy. mm分残高

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐


